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 梅雨もそろそろ終わり、いよいよ夏本番というところでしょうか。 

 ７月といえば土用の丑の日、今年の土用の丑の日は 7 月 30 日

（日）だそうです。掲載内容につきご不明な点がございましたら、

お気軽にお問合せ下さい。 

相続登記の義務化 
 令和６年４月１日から相続登記が義務化されます。 

 相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くな

った方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから３年以内に相続登記すること

が必要になります。 

 この登記を正当な理由なく怠れば１０万円以下の過料が科される可能性があります。 

 この正当な理由には、●相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄

本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースや●遺言の有効

性や遺産の範囲等が争われているケース、●申請義務を負う相続人自身に重病等の事情が

あるケース等が想定されているようです。 

 この相続登記の義務化に伴い、相続人申告登記という新たな制度が創設されました。 

 相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続

人であることを申し出る制度です。 

 この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは

登記されません。この相続人申告登記を、相続登記申請義務の履行期間内（3 年以内）に

行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。 

 また、添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人（所有権の登記名義人）の相

続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。 

 ただし、相続人申告登記を行ったからといって、その不動産がその相続人の所有となる

わけではありません。あくまで相続人申告登記は、その不動産の法定相続人、つまり不動

産の所有者になる可能性がある者を公示するための制度で、権利変動を公示するという従

来の登記とは全く異なる役割を持つ制度です。 
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